
高経年化した発電用原子炉に関する安全規制の検討 

 

令和４年11月２日 

原 子 力 規 制 庁  

 

１．趣旨 

本議題は、第42回原子力規制委員会（令和４年10月５日）で議論された、高経

年化した発電用原子炉に関する安全規制の在り方について、委員間で討議を行

うものである。 

 

２．経緯 

原子炉等規制法1は、発電用原子炉を運転することができる期間（以下「運転

期間」という。）を40年とし、原子力規制委員会の認可を受けて１回に限り延長

することができると規定している。延長することができる期間は、20年を超えな

い期間とされている。2 

第42回原子力規制委員会3において、資源エネルギー庁は、原子力利用政策の

観点から運転期間を見直すための検討を進めていることを明らかにし、運転期

間を延長するためには関係法令の改正を含めた制度整備を行う必要があるとの

見通しを示した。また、運転期間は、現行の原子炉等規制法ではなく、原子力利

用省庁が所管する法令で定める方が適切であるとの見解を示した上で、見直し

に付随して生ずる必要な安全規制の整備・整理については、原子力利用省庁がそ

の内容に触れることはできず、安全規制を所掌する原子力規制委員会が検討す

るものとの考えを示した。 

原子力規制委員会は、運転期間の在り方は原子力利用に関する政策判断にほ

かならず、原子力規制委員会が意見を述べるべき事柄ではないとした見解（令和

２年７月29日）4に変更はないことを改めて確認した上で、高経年化した発電用

原子炉の安全確認に関する厳正な規制が損なわれることがないよう、法的な側

面も含めて今後検討する必要があるとし、原子力規制庁に案の検討を指示した。 

 

 

 
1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号） 
2 同法第43条の３の32第１項から第３項 
3 第42回原子力規制委員会（令和４年10月５日） 資料1-2 
4 令和２年第18回原子力規制委員会（令和２年７月29日） 資料５ 

資料1 
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３．検討状況 

原子力規制委員会からの指示及び第42回原子力規制委員会における議論を踏

まえ、これまでに原子力規制庁において検討した主な内容は以下のとおり。 

 

（１）現行規制の概要 

高経年化した発電用原子炉に関する現行の安全規制には、原子炉等規制法第

43条の３の32第５項に規定する運転期間の延長の認可（以下「運転期間延長認

可」という。）と、実用炉規則5第82条第１項から第３項に規定する経年劣化に

関する技術的な評価及びその評価の結果に基づき策定された長期施設管理方

針に関する保安規定6の変更の認可7（以下「高経年化技術評価」という。）があ

る（参考１）。これらの現行規制の概要は以下のとおり。 

 運転期間延長認可における安全規制では、運転開始後40年を迎えた時点で、

１回に限り、劣化評価等が要求されている。高経年化技術評価では、運転

開始後30年を迎えた時点で、かつ、それ以降10年ごとに、劣化評価等が要

求されている。 

 運転期間延長認可における安全規制では、延長しようとする期間に生ずる

劣化を考慮しても技術基準に適合することが求められているが、その劣化

管理に関する保全活動は対象とされていない。高経年化技術評価では、通

常の施設管理に加えて実施すべき劣化管理の項目や実施方針を定めた長

期施設管理方針の策定が義務付けられているが、その策定の前提となる経

年劣化に関する技術的な評価については、その評価の結果のみが添付書類

として示されている。当該評価を行うために必要となる劣化の現状を把握

するための点検等の方法やその結果、劣化予測のための評価の方法等につ

いては、保安規定の認可の際に審査官が都度必要な確認を行っているもの

の、当該方針の記載内容には含まれていない。 

 運転期間延長認可における安全規制では、認可の基準が「延長しようとす

る期間の運転に伴う劣化を考慮した上で技術基準規則に定める基準に適

合する」ことであるが、高経年化技術評価では、認可の基準が発電用原子

炉等による災害の防止上支障がないこと（保安規定の認可基準）となって

いる。 

 
5 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和53年通商産業省令第77号） 
6 同規則第92条第１項第18号 
7 原子炉等規制法第43条の３の24第１項 
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（２）必要な安全規制を継続して実施するための措置 

運転期間に関する定めが原子炉等規制法から他法令に移される場合でも必

要な安全規制を継続して実施できるようにするためには、高経年化した発電用

原子炉に関する安全規制に関する定めを原子炉等規制法に残しておく必要が

ある。この際、これまで運転期間延長認可の際に実施してきた安全規制と同等

の安全規制を高経年化技術評価に統合し、その法的な枠組みを原子炉等規制法

に定めることとしてはどうか。 

 

（３）高経年化の進展に対応するための措置 

これまでに運転開始後40年を超えた発電用原子炉が４基、同30年を超えた発

電用原子炉が13基ある8（参考２）。資源エネルギー庁が検討している運転期間

の定めがどのようになるのかにも依存するが、今後、高経年化した発電用原子

炉の基数は増加し、その経年数9も増加していく可能性がある。 

一般に、設備・機器等の経年劣化による安全上のリスクは時間の経過に伴っ

て増大するため、発電用原子炉設置者が適切な劣化管理を実施し、必要な対策

を講ずることによって、高経年化した発電用原子炉においても一定水準以上の

安全性が確保される必要がある。高経年化が進展する今後の状況変化に適切に

対応する観点から、今回の見直しに際し、次のように措置してはどうか。 

 

① 高経年化に関する安全規制の開始時期及び頻度（間隔） 

イ) 現行の安全規制を踏まえ、高経年化した発電用原子炉に対する安全規制の

開始時期は、運転開始後30年（暦年）を超えて運転しようとするときとし

、かつ、それ以降10年（暦年）を超えない期間ごとに、劣化評価等の実施

を義務付けることとしてはどうか。 

ロ) ここで、「10年を超えない期間ごと」としているのは、発電用原子炉施設の

劣化状態や保守管理の実施状況、経年数など、発電用原子炉施設の個々の

状況を勘案し、安全上の必要に応じて、前回の劣化評価等を実施した時か

ら10年を経過する日よりも早いタイミングで劣化評価等を実施させるこ

とができるようにすることを考慮したものである。 

ハ) 資源エネルギー庁が検討している運転期間の定めがどのようになるのか

 
8 いずれも、廃止措置計画の認可を受けたものは含まれていない。 
9 発電用原子炉が運転を開始してから経過した年数（暦年） 
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にも依存するが、今後、発電用原子炉が暦年で60年を超えて運転する可能

性がある。現行法令における安全規制は、運転期間が暦年で60年を超える

ことを想定してしないが、上述の見直しを行うことにより、暦年で60年を

超えて運転する場合でも、安全上必要なタイミングで劣化評価等を実施さ

せることが可能となると考えられる。 

 

② 経年劣化に関する技術的な評価と長期施設管理計画（仮称） 

イ) 運転開始後30年を超えて運転しようとするときは、10年を超えない期間ご

とに、あらかじめ、安全上重要な機器等の劣化の状況を把握し、経年劣化

に関する技術的な評価を行うとともに、その結果に基づいて、発電用原子

炉施設の劣化を管理するための計画（長期施設管理計画）を策定すること

を義務付けることとしてはどうか。 

ロ) 長期施設管理計画には、現行の長期施設管理方針の内容に加えて、発電用

原子炉施設の劣化状態を把握するための点検等の方法及び結果、経年劣化

に関する技術的な評価の方法及び結果、10年を超えない期間ごとの劣化管

理の目標や方法等を記載することとしてはどうか。これにより、当該期間

に生ずる劣化を考慮しても発電用原子炉施設が技術基準への適合を維持

できる見込みがあるかどうか、また、そのためにどのような劣化管理の取

組が必要となるのか等を確認することができると考えられる。 

ハ) 長期施設管理計画は原子力規制委員会の認可を受けなければならないも

のとし（変更するときも同じ）、認可を受けた計画に従って劣化管理のた

めに必要な措置を講ずることを義務付けてはどうか。また、その講ずべき

措置の実施状況を、原子力規制委員会が行う原子力規制検査の対象として

はどうか。 

ニ) 長期施設管理計画の認可を受けないで運転したときは、原子力規制委員会

は設置許可を取り消し、又は運転停止を命ずることができるものとしては

どうか。 

 

③ 長期施設管理計画の認可基準と変更命令 

イ) 高経年化した発電用原子炉に対する安全規制を、設備・機器等の劣化事象

のみならず設計の古さにも対応するものとするためには、発電用原子炉施

設が最新の科学的・技術的な知見に照らして必要な機能や性能を有してい

るかどうかを確認する必要がある。こうした最新の科学的・技術的な知見

は、適時に技術基準規則などの規制基準に反映されている。このため、長
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期施設管理計画に示された劣化管理の方法等が災害の防止上支障がない

ことに加えて、運転しようとする期間において生じる劣化を考慮しても発

電用原子炉施設が最新の技術基準規則に適合することを、長期施設管理計

画の認可基準とすることが適当ではないか。 

ロ) さらに、発電用原子炉施設が長期間の運転に伴って生じる劣化を考慮して

も最新の技術基準規則に適合するとして認可を受けた後に、技術基準規則

の改正や最新の科学的・技術的な知見等によって事後的に認可基準に適合

しないおそれが生じた場合には、安全上の必要に応じて、認可を受けた長

期施設管理計画の変更や高経年化技術評価のやり直しなど必要な措置を

原子力規制委員会が命ずることができるようにしておく必要があるので

はないか。 

 

４．今後の予定 

本日の原子力規制委員会における議論等を踏まえ、原子力規制庁において更

に制度的な枠組みの検討を進め、改めて原子力規制委員会に付議する。 

なお、検討の進捗に応じて事業者にも意見を聴くこととしたい。 

 

 

【参考資料】 

（参考１） 運転期間延長認可、高経年化技術評価及び検討中の案の概要 

（参考２） 発電用原子炉の経年数 

（参考３） 運転期間延長認可の審査と長期停止期間中の発電用原子炉施設の

経年劣化との関係に関する見解（令和２年７月29日） 

（参考４） 関連条文 

（参考５） 第42回原子力規制員会議事録 抜粋（令和４年10月５日） 
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運転期間延長認可、高経年化技術評価及び検討中の案の概要 

 

 

 運転期間延長認可 高経年化技術評価  
【参考】 

検討中の案 

開始時期 40年 30年  30年 

頻度（間隔） 
１回 

（最大20年） 

10年ごと 

（40年目、50年目） 
 

10年を超えない 

期間ごと 

劣化評価 
必要 

（省略可） 
必要  必要 

長期施設管理 
方針 

（添付書類） 

方針 

（添付書類） 
 

計画 

（本文） 

認可後の 

履行義務 

あり 

（保安措置の一部） 

あり 

（保安措置の一部） 
 あり 

違反時の制裁 
許可の取消し又は 

運転停止命令 
保安措置命令  

許可の取消し又は 

運転停止命令 

認可の基準 
劣化を考慮して 

技術基準規則 

災害防止上 

支障がないこと 
 

災害防止上支障

がないこと、かつ、

劣化を考慮して 

技術基準規則 

法令 法律 実用炉規則  法改正を要する 

 

  

（参考１） 
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発電用原子炉の経年数 

 

 

発電用原子炉 経年数 運転開始日 

関西電力 高浜（１号） 47 1974/11/14 

関西電力 高浜（２号） 46 1975/11/14 

関西電力 美浜（３号） 45 1976/12/01 

日本原子力発電 東海第二 43 1978/11/28 

九州電力 川内（１号） 38 1984/07/04 

関西電力 高浜（３号） 37 1985/01/17 

関西電力 高浜（４号） 37 1985/06/05 

東京電力 柏崎刈羽（１号） 37 1985/09/18 

九州電力 川内（２号） 36 1985/11/28 

日本原子力発電 敦賀（２号） 35 1987/02/17 

中部電力 浜岡（３号） 35 1987/08/28 

中国電力 島根（２号） 33 1989/02/10 

北海道電力 泊（１号） 33 1989/06/22 

東京電力 柏崎刈羽（５号） 32 1990/04/10 

東京電力 柏崎刈羽（２号） 32 1990/09/28 

北海道電力 泊（２号） 31 1991/04/12 

関西電力 大飯（３号） 30 1991/12/18 

関西電力 大飯（４号） 29 1993/02/02 

北陸電力 志賀（１号） 29 1993/07/30 

東京電力 柏崎刈羽（３号） 29 1993/08/11 

中部電力 浜岡（４号） 29 1993/09/03 

九州電力 玄海（３号） 28 1994/03/18 

東京電力 柏崎刈羽（４号） 28 1994/08/11 

四国電力 伊方（３号） 27 1994/12/15 

東北電力 女川（２号） 27 1995/07/28 

東京電力 柏崎刈羽（６号） 25 1996/11/07 

東京電力 柏崎刈羽（７号） 25 1997/07/02 

九州電力 玄海（４号） 25 1997/07/25 

東北電力 女川（３号） 20 2002/01/30 

中部電力 浜岡（５号） 17 2005/01/18 

東北電力 東通（１号） 16 2005/12/08 

北陸電力 志賀（２号） 16 2006/03/15 

北海道電力 泊（３号） 12 2009/12/22 

（経年数：2022/11/02時点） 

 

  

（参考２） 
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1

（参考３）　
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2

3 Flow-accelerated corrosion
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関連条文 

 

 

◎核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166

号） 

 

（保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置） 

第四十三条の三の二十二 発電用原子炉設置者は、次の事項について、原子力規

制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置（重大事故が生じた

場合における措置に関する事項を含む。）を講じなければならない。 

一 発電用原子炉施設の保全 

二・三 （略） 

２ （略） 

 

（保安規定） 

第四十三条の三の二十四 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定め

るところにより、保安規定（発電用原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者

検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。）を

定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認

可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、前項の認可をしてはならない。 

一 第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受

けたところ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによ

るものでないこと。 

二 核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉によ

る災害の防止上十分でないものであること。 

３・４ （略） 

 

（運転の期間等） 

第四十三条の三の三十二 発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運

転することができる期間は、当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の

十一第三項の確認を受けた日から起算して四十年とする。 

２ 前項の期間は、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けて、一回に限り

延長することができる。 

３ 前項の規定により延長する期間は、二十年を超えない期間であつて政令で定め

る期間を超えることができない。 

４ 第二項の認可を受けようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則

（参考４） 
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で定めるところにより、原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。 

５ 原子力規制委員会は、前項の認可の申請に係る発電用原子炉が、長期間の運

転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況を踏まえ、その第二項の規定

により延長しようとする期間において安全性を確保するための基準として原子力規

制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときに限り、同項の認可をする

ことができる。 

 

 

◎実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和53年通商産業省令第77号） 

 

（発電用原子炉施設の施設管理） 

第八十一条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置

者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その

他の施設の管理（以下「施設管理」という。）に関し、発電用原子炉ごとに、次の各

号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 発電用原子炉施設が法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の

八第一項の許可を受けたところによるものであり、かつ、技術基準に適合する性

能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針（以

下この条及び第百十三条第二項第三号において「施設管理方針」という。）を定

めること。ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合は、

この限りでない。 

二～六 （略） 

七 発電用原子炉の運転を相当期間停止する場合その他発電用原子炉施設がそ

の施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該発電用原子

炉施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。 

２ 発電用原子炉設置者は、次条第一項から第三項までの規定により長期施設管理

方針を策定したとき又は同条第四項の規定により長期施設管理方針を変更したと

きは、これを前項第一号の規定により定められた施設管理方針に反映させなけれ

ばならない。 

 

（発電用原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価） 

第八十二条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置

者は、運転を開始した日以後三十年を経過していない発電用原子炉に係る発電用

原子炉施設について、発電用原子炉の運転を開始した日以後三十年を経過する

日までに、原子力規制委員会が定める発電用原子炉施設の安全を確保する上で

重要な機器及び構造物（以下「安全上重要な機器等」という。）並びに次に掲げる

機器及び構造物の経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基

づき、十年間に実施すべき当該発電用原子炉施設についての施設管理に関する
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方針を策定しなければならない。ただし、動作する機能を有する機器及び構造物に

関し、発電用原子炉施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把握される箇所につ

いては、この限りでない。 

一～十六 （略） 

２ 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、運転

を開始した日以後三十年を経過した発電用原子炉（法第四十三条の三の三十二

第二項の規定による認可を受けたものに限る。）に係る発電用原子炉施設につい

て、発電用原子炉の運転を開始した日以後四十年を経過する日までに、安全上重

要な機器等並びに前項各号に掲げる機器及び構造物の経年劣化に関する技術的

な評価を行い、この評価の結果に基づき、法第四十三条の三の三十二第二項の

規定による認可を受けた延長する期間が満了する日までの期間において実施す

べき当該発電用原子炉施設についての施設管理に関する方針を策定しなければ

ならない。 

３ 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、運転

を開始した日以後四十年を経過した発電用原子炉（法第四十三条の三の三十二

第二項の規定による認可を受けたもの（当該認可を受けた延長する期間が十年を

超える場合に限る。）に限る。）に係る発電用原子炉施設について、発電用原子炉

の運転を開始した日以後五十年を経過する日までに、安全上重要な機器等並びに

第一項各号に掲げる機器及び構造物の経年劣化に関する技術的な評価を行い、

この評価の結果に基づき、法第四十三条の三の三十二第二項の規定による認可

を受けた延長する期間が満了する日までの期間において実施すべき当該発電用

原子炉施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。 

４ 発電用原子炉設置者は、第九十二条第一項第八号ニの発電用原子炉の運転期

間を変更する場合その他前三項の評価を行うために設定した条件又は評価方法

を変更する場合は、当該評価の見直しを行い、その結果に基づき、前三項の施設

管理に関する方針（第九十二条第一項第十八号及び第二項第二号において「長

期施設管理方針」という。）を変更しなければならない。 

５ （略） 

 

（保安規定） 

第九十二条 法第四十三条の三の二十四第一項の規定による保安規定の認可を受

けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項

について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しな

ければならない。 

一～十七 （略） 

十八 発電用原子炉施設の施設管理に関すること（使用前事業者検査及び定期事

業者検査の実施に関すること並びに経年劣化に係る技術的な評価に関すること

及び長期施設管理方針を含む。）。 
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十九～二十一 （略） 

２ 法第四十三条の三の二十四第一項の規定により保安規定の認可又はその変更

の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該

各号に定める書類を添えて、申請しなければならない。ただし、第二号に掲げる場

合において、第八十二条第二項の評価を第百十三条第二項第二号の評価と一体

として行っている場合であって、同号の評価の結果を記載した書類を添えて同条第

一項の規定による申請がされているときには、第二号に定める書類を添付すること

を要しない。 

一 （略） 

二 前項第十八号に掲げる発電用原子炉施設の施設管理に関することを変更しよ

うとする場合（第八十二条第一項から第三項までの規定により長期施設管理方

針を策定し、又は同条第四項の規定により長期施設管理方針を変更しようとす

る場合に限る。） 第八十二条第一項から第三項までの評価の結果又は同条第

四項の見直しの結果を記載した書類 

３～５ （略） 

 

（発電用原子炉の運転の期間の延長に係る認可の申請） 

第百十三条 法第四十三条の三の三十二第四項の規定により同条第一項の発電用

原子炉を運転することができる期間の延長について認可を受けようとする者は、当

該期間の満了する日から起算して一年前の日までに次に掲げる事項を記載した申

請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 

一・三 （略） 

四 延長しようとする期間 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号

の評価を第八十二条第二項の評価と一体として行っている場合であって、同項の

評価の結果に関する第九十二条第二項第二号に定める書類を添えて同項の規定

による申請がされているときには、第二号に掲げる書類を添付することを要しない。 

一 申請に至るまでの間の運転に伴い生じた原子炉その他の設備の劣化の状況

の把握のための点検の結果を記載した書類 

二 延長しようとする期間における運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化

の状況に関する技術的な評価の結果を記載した書類 

三 延長しようとする期間における原子炉その他の設備に係る施設管理方針を記

載した書類 

３ （略） 

 

（発電用原子炉の運転の期間の延長に係る認可の基準） 

第百十四条 法第四十三条の三の三十二第五項の原子力規制委員会規則で定める

基準は、延長しようとする期間において、原子炉その他の設備が延長しようとする

13



期間の運転に伴う劣化を考慮した上で技術基準規則に定める基準に適合するも

のとする。 
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第42回原子力規制委員会議事録 抜粋（令和４年10月５日） 

 

○山中委員長 

私の方から少し確認をさせていただきたいと思います。田中委員からの御意見、御

質問に関連するところでございます。まず、現行の運転期間の定めについて、利用政

策制度の中で見直していくということでよろしいでしょうか。それと、確認ですが、

その制度というのは法律で設計されるという方針でよろしいでしょうか。まず、その

２点。 

○松山経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部長 

ありがとうございます。まず、１点目のところは、今、原子炉等規制法の中で40年、

１回20年という期間の定めがございます。これと安全規制との関係というのは何かし

らかの議論があるのかもしれません。ただ、これが運転期間としての、利用政策とし

ての運転ということでありますれば、そういう定めについては、我々としては、利用

政策として運転期間としての見直し、延長ということについて検討していかなければ

ならない。必要に応じては、それについての法的な措置を講じなければならないと考

えてございます。２点目とも絡めて一緒にお答え申し上げましたけれども、そういう

ことになるかなと思います。ただ、いずれにせよ、原子力規制委員会の中における安

全規制・安全審査という科学的・技術的な知見に基づく審査、規制というものがござ

いますわけで、これが大前提となりますので、その下でということが、現行法との関

係では整理する必要が出てくる。これは運用も含めて整理する必要が出てくるのだろ

うなと拝察しておりますけれども、私どもとしては、あくまでも利用政策の観点から

の規律の在り方ということを考えていき、法的なところを含めた制度的な整備が必要

になってくるのかなと考えているところでございます。 

 

○片山長官 

原子力規制庁長官の片山です。１点、すみません、事務局の方から確認をしたいの

ですけれども、先ほどの松山部長からのお話の中で、現行の運転期間の定めは、利用

政策側の観点として見直しの検討を始め、必要があれば法的な担保も含めて検討して

いくというお話がありました。それは、現行の規定は原子炉等規制法にあるわけです

けれども、それは利用政策側の法体系の中で法的な手当てを含めて考えていくという

御発言だと理解してよろしいでしょうか。 

○松山経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部長 

ありがとうございます。私どもとしては、利用政策の観点から運転期間をどうする

かということで、制度の設計及び必要における法的な整備をしていきたいと考えてお

ります。これはまだ検討を始めたばかりでございますので、最後の仕上がりがどうな

るかということをここで予断を持って申し上げることは非常に難しいところでござ

いますが、普通の一般的な考えで考えますと、利用政策であれば、利用政策省庁、利

用の関係の法令の中に基本的な仕組みが存在してくると。その上で、既存の法令につ

（参考５） 
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いて必要な規定整備を行っていくということが通常の段取りなのだと思うのですね。

そのときに、当該既存法令における運用及びそれに対するハネといいますか、それに

対して生じてくる必要な規定整備ということが必要になるかもしれないということ

について、特にこれで安全規制ということは、原子力規制委員会として御審議を頂戴

しているところでございますので、そことの間の整備・整理ということが必要になっ

てくるのかなと考えてございます。 

 

○山中委員長 

そのほか、いかがでしょう。よろしいですか。最後に私の方から。これまで明確な

お答えがなかったのですけれども、改めて運転期間の上限について、どのように今お

考えになっているのかと、どの程度発電所を動かしていいかという判断の主体は誰か

という点、その２点を最後に確認をさせてください。 

○松山経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部長 

ありがとうございます。まず、私どもが今回検討を始めておりますのは、今は40年

という期間の制限があり、１回20年というところの定めがあるわけですけれども、利

用政策の観点で考えたときに、この定めというのがこのままでよいかどうか、もっと

延ばすべきではないのかという問題意識から検討を始めたいと思ってございます。た

だ、その大前提としては、安全規律・安全規制との関係で、安全確保の観点からこれ

はこれ以上延ばしては駄目だよと言われることになれば、これはできなくなってしま

うわけでございますので、私どもはあくまでも利用政策の観点で考えております。そ

ういう意味でいいますと、どこかの形で必要な規律、長期運転になってきたときに必

要な規律ということは何かしら考えていかなければいけない。これは利用政策として

ですね、と思います。その上で、そこに上限という形で、何十年というのをここで申

し上げるのは適切ではないのですが、今ここで何年ということを申し上げることはな

かなか難しいわけですけれども、そういう形がいいのか、もっと違う形での規律の仕

組みがいいのか、こういったことはこれから検討していきたいと考えております。そ

の際、あくまでもその判断、利用政策としての判断は利用省庁、利用監督権限の側で

しっかりとやっていくことが適切なのだろうなと思います。他方で、その大前提とな

るのが安全の確保でございますので、その点における、現在、原子力規制委員会の下

でなされている安全審査のお考え、進め方、規律、先ほど御指摘も頂きましたが、そ

れの妨げになってはいけませんし、あくまでも安全確保というのが大前提、そちらが

先でございますので、そのところの判断との関わり合いというところが出てくるとす

れば、そこの整理が必要になってくるでしょうし、そこの部分について、利用政策の

観点から申し上げることはできないと考えてございます。 

16


